
証券コード：9360

第76期

定時株主総会
招集ご通知
開催
日時

2023年６月29日（木曜日）
午前10時（受付開始午前９時30分）

開催
場所

東京都港区芝４丁目１番23号

三田ＮＮビル地下１階三田ＮＮホール

インターネット又は書面による議決権行使期限

2023年６月28日（水曜日）午後６時まで

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締

役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選

任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役

１名選任の件
第５号議案 退任取締役（監査等委員である

取締役を除く。）及び退任監査
等委員である取締役に対する退
職慰労金贈呈の件

【ご出席を予定又は検討されている株主様へ】

当日のご出席に代えて、インターネット又は書面による議決権の事前行使もできますので、ご利用くだ
さい。

2023年05月30日 16時59分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 1 ―

証券コード 9360
2023年６月14日

（電子提供措置の開始日 2023年６月７日）
株 主 各 位

東 京 都 港 区 芝 ４ 丁 目 １ 番 23 号

取 締 役 社 長 德 田 康 行
第76期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第76期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の当社ウェ

ブサイトに「第76期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://www.shinwart.co.jp/ir/news.html
電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも

掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして
銘柄名（鈴与シンワート）又は証券コード（9360）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類
/PR情報」を選択の上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
なお、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面により議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討賜り、2023年６月28日（水曜日）
午後６時までに議決権を行使していただきたくお願い申し上げます。

敬 具
記

1. 日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
2. 場 所 東京都港区芝４丁目１番23号

三田ＮＮビル地下１階 三田ＮＮホール
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第76期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告の内容、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監
査結果報告の件

2. 第76期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類の内容報
告の件
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インターネットによる議決権行使

書面による議決権行使

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取

締役に対する退職慰労金贈呈の件
4. 議決権の行使についてのご案内

後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認の上、議決権行使
ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。
スマートフォンでの議決権行使は「スマート行使」をご利用ください。
行使期限 2023年６月28日（水曜日）午後６時まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに
到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がな
い場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
行使期限 2023年６月28日（水曜日）午後６時まで

■インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるもの
を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

■インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権
行使としてお取扱いいたします。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申し上げます。

◎書面交付請求されていない株主様には、株主総会参考書類も併せてご送付しております。
◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、
下記の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、会計監査
人及び監査等委員会が監査をした書類の一部であります。
・連結計算書類の「連結注記表」
・計算書類の「個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェ
ブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

2023年05月30日 16時59分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 3 ―

当社指定の議決権行使ウェブサイトに以下のいずれかの方法でアクセスし、画面の案内に従って
賛否をご入力ください。
行使期限 2023年６月28日（水曜日）午後６時まで

（議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。）

インターネットによる
議決権行使に関する

お問い合わせ

インターネットによる議決権行使に関して、ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート
0120-652-031 ［受付時間（午前９時～午後９時）］

インターネットによる議決権行使のご案内

・株主様のインターネット利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用
できない場合もあります。

・議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金(電話料金
等)は、株主様のご負担となります。

❶ ウェブサイトへアクセス ❷ ログインし、議決権
行使コードを入力

❸ パスワードを入力 ❹ 以降は画面の入力
案内に従って賛否
をご入力ください。

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウ
ェブサイトにログインすることができます。
❶ 議決権行使書用紙右下

のQRコードを読み取って
ください。

❷ 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

１度議決権を行使した後で行使内容を変更さ
れる場合、再度QRコードを読み取り、議決権行
使書用紙に記載の議決権行使コード及びパス
ワードをご入力いただく必要があります。

※「QRコード」は株式会社デンソー
ウェーブの登録商標です。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

「スマート行使」での議決権行使は
１回に限り可能です。

ご注意

議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇〇 御中
〇年〇月〇日

議決権の数
〇〇〇〇個

株主番号
〇〇〇〇〇 1.

2.

3.
見本
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、当期業績並びに今後の事業展開等を勘案いた

しまして、次のとおりといたしたいと存じます。
（1）配当財産の種類

金銭といたします。
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき40円00銭 総額117,676,880円
（3）剰余金の配当が効力を生じる日

2023年６月30日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名は、本総会終結の時をもって任期満了とな

ります。つきましては、当社における執行役員制度を運用することに伴い、取締役構成数を３
名減員し、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関し、監査等委員会からは異議がない旨を確認しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

１

德
と く だ

田 康
や す ゆ き

行
（1956年４月23日生）

1979年４月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
2008年10月 株式会社日本政策投資銀行監査役室長
2009年５月 鈴与ホールディングス株式会社企画チーム部長
2011年５月 同社取締役
2013年４月 同社常務取締役
2016年６月 株式会社ベルキャリエール代表取締役社長
2018年10月 当社顧問
2018年12月 当社取締役筆頭副社長 社長補佐
2019年６月 当社代表取締役社長 兼シェアードサービスカンパニ

ー長
2020年６月 当社代表取締役社長（現任）

5,400株

【取締役候補者とした理由】
金融業界においてガバナンスに携わった経験に加え、鈴与グループ他社の代表者として、同社のコー
ポレートガバナンスを牽引した経験と見識を経営に反映させるとともに、2018年12月より当社取締役
筆頭副社長、2019年６月より当社代表取締役社長を歴任している実績から、当社の経営管理及び事業
運営を公正・的確に遂行し、当社の更なる発展を牽引することが期待できるため。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

２

平
ひ ら の

野 文
ふ み や す

康
（1956年７月14日生）

1982年４月 日本電気株式会社入社
2007年４月 同社企業ソリューションＢＵ製造・装置ソリューショ

ン事業本部第一製造システム事業部長
2010年４月 同社ＩＴサービスＢＵ製造・装置業ソリューション事

業本部事業本部長
2013年４月 同社エンタープライズＢＵ理事
2014年４月 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

執行役員常務
2015年６月 同社取締役執行役員常務
2016年６月 当社専務取締役
2017年６月 当社取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼グローバ

ル推進部担当
2018年４月 当社取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼新事業開

発部担当
2019年４月 当社取締役副社長 社長補佐兼企画部担当兼ＣＩＳＯ

兼ＣＱＯ
2020年７月 当社取締役副社長 社長補佐兼ＤＸ推進部担当兼事業

計画部担当兼ＣＩＳＯ兼ＣＱＯ
2021年４月 当社取締役副社長 事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩＳＯ

兼ＣＱＯ（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社インタークエスト代表取締役会長
ビジネス・デザイン・コンサルティング株式会社代表取締役会長

1,200株

【取締役候補者とした理由】
同業他社での経営者としての経験と見識を当社の経営に反映させるとともに、2016年６月より当社
専務取締役、2017年６月より当社取締役副社長に就任している実績から、当社の経営管理及び事業運
営を公正・的確に遂行し、当社の更なる発展を牽引することが期待できるため。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

３

道
み ち だ

田 隆
た か の り

典
（1958年２月19日生）

1980年４月 五洋電気株式会社入社
1981年４月 日本タイムシェア株式会社入社
1996年４月 株式会社フロイス入社
1999年10月 当社入社
2012年６月 当社取締役 第二システムインテグレーション事業部

長
2013年４月 当社取締役 システムインテグレーション事業部担当
2014年４月 当社取締役 システムインテグレーションカンパニー

長
2017年６月 当社取締役 システムインテグレーションカンパニー

長兼シェアードサービスカンパニー大阪事業所長
2019年12月 当社取締役 システムインテグレーションカンパニー

長兼第二システムソリューション事業部長
2020年４月 当社取締役 西日本地区担当
2020年６月 当社常務取締役 西日本地区担当
2022年４月 当社常務取締役 ソリューションサービス事業本部長

兼西日本地区担当（現任）

4,300株

【取締役候補者とした理由】
同業他社での経験も含め、情報サービス事業に精通しているとともに、2012年６月より当社取締役、
2020年６月より当社常務取締役に就任している実績から、当社の経営管理及び事業運営を公正・的確
に遂行し、当社の更なる発展を牽引することが期待できるため。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

４

大
お お か わ

川 正
ただし

（1970年１月17日生）

1993年４月 鈴与商事株式会社入社
2005年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データベルＳＣＭソリュ

ーションズ
2010年５月 鈴与システムテクノロジー株式会社
2012年３月 当社総務部課長
2014年４月 当社総務人事部長
2019年４月 当社シェアードサービスカンパニー 副カンパニー長兼

総務人事部長
2020年６月 当社取締役 シェアードサービスカンパニー長兼総務

人事部長
2022年４月 当社取締役 管理本部長兼総務・人事部長（現任）

900株

【取締役候補者とした理由】
他社での経験に加え、当社の管理部門の責任者としてコーポレートガバナンスに精通しているととも
に、2020年６月より当社取締役に就任している実績から、当社の経営管理及び事業運営を公正・的確
に遂行し、当社の更なる発展を牽引することが期待できるため。

５

大
お お い し

石 素
も と ひ さ

久
（1964年３月10日生）

1987年４月 鈴与株式会社入社
2010年９月 同社作業部長
2013年５月 新星運輸株式会社常務取締役
2015年９月 東海埠頭株式会社常務取締役
2018年６月 鈴与シンワ物流株式会社取締役
2019年６月 同社常務取締役
2022年６月 当社取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
鈴与シンワ物流株式会社代表取締役社長
シンワ運輸東京株式会社代表取締役社長

0株

【取締役候補者とした理由】
鈴与グループにおいて物流事業に精通しているとともに、2022年6月より当社の取締役に就任して

いる実績から、当社の経営管理及び事業運営を公正・的確に遂行し、更なる発展を牽引することが期待
できるため。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所有する
当 社 の
株式の数

※
６

吉
よ し だ

田 芳
よ し ゆ き

之
（1957年 5月 30日生）

1981年４月 日本郵船株式会社入社
2011年 4 月 同社経営委員兼人事グループ長
2013年10月 同社経営委員兼法務グループ長
2015年４月 同社常務経営委員
2015年６月 同社取締役常務経営委員
2018年 4 月 同社取締役専務経営委員
2020年６月 同社アドバイザー（現任）
2020年６月 株式会社新日本海洋社 代表取締役社長
2022年６月 同社相談役（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
他社での代表者を含む取締役を歴任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることか

ら、これらの経験や見識に基づく助言や指導、客観的な視点での適切な監督等により、当社の経営体制
の更なる強化を期待できるため。

（注）1. ※は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 德田康行氏、平野文康氏の過去10年間での当社親会社である鈴与株式会社の子会社における業務執

行者としての地位及び担当は、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりでありま
す。

4. 平野文康氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のCIOはChief Information
Officer（最高情報責任者）、CISOはChief Information Security Officer（最高情報セキュリティ
責任者）、CQOはChief Quality Officer（最高品質責任者）の略称であります。

5. 吉田芳之氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であり
ます。

6. 当社は、吉田芳之氏が取締役に就任された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423
条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することを予定しております。当該契約に基づく損
害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

7. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することとしております。各候補者が取締
役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、次回更新時には同内容での更新
を予定しております。

8. 各候補者の所有する当社の株式数は、2023年３月31日現在のものであります。
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第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
現任監査等委員である取締役堀川安久氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、そ

の補欠として監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本総会にて選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退

任された監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

杉
す ぎ た

田 光
み つ ひ で

秀
（1957 年 9 月 29 日 生）

1982年 4 月 株式会社静岡銀行入行
2011年 6 月 同行沼津支店 執行役員支店長
2013年 6 月 同行浜松営業部 執行役員部長
2015年 ６月 同行常務執行役員 西部カンパニー長
2019年 ４月 同行専務執行役員 首都圏カンパニー長
2023年 ６月 同行専務執行役員 首都圏カンパニー長退任予定

0株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
銀行での経営者としての経験と、財務・会計に関する知見を経営に反映させるとともに、経歴を通じて培われ
たコーポレートガバナンスに関する豊富な経験と見識から、独立した立場で当社の監査・監督機能を維持・強
化することを期待できるため。
（注）1. 杉田光秀氏は、新任の取締役候補者であります。

2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 杉田光秀氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であり

ます。
4. 当社は杉田光秀氏が監査等委員である取締役に就任された場合、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することを予定しております。当
該契約に基づく損害賠償限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することとしております。杉田光秀氏が監
査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、次回更新時
には同内容での更新を予定しております。

6. 候補者の所有する当社の株式の数は、2023年３月31日現在のものであります。
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第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
本総会開催の時をもって、2022年６月29日開催の第75期定時株主総会において選任いた

だいた補欠の監査等委員である取締役下山田英一氏の選任の効力が失効しますので、あらため
て、監査等委員である取締役が法令に定める定数を欠くことになる場合に備え、候補者下山田
英一氏の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
また、本選任の効力につきましては、就任前に限り、当社の取締役会の決議によりその選任

を取り消すことができるものとさせていただきます。
氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社

の 株 式 の 数

下山
しもやまだ

田 英 一
えいいち

（1949年５月27日生）

1974年 ４月 キッコーマン株式会社入社
2014年 ２月 鈴与株式会社入社
2014年 ２月 エスエスケイフーズ株式会社取締役副社長
2015年 ６月 同社代表取締役社長
2021年 ６月 同社代表取締役社長退任

0株

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 下山田英一氏の過去10年間及び現在の当社親会社である鈴与株式会社及び同社の子会社における業

務執行者としての地位及び担当は、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりであ
ります。

3. 下山田英一氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は、過去に鈴与グル
ープ他社の代表取締役を含む取締役を歴任した実績から、その経験と見識を当社の監査体制に活か
していただくことが期待できるため、補欠の社外取締役候補者として選任をお願いするものであり
ます。

4. 当社は下山田英一氏が監査等委員である取締役に就任された場合、会社法第427条第１項の規定に基
づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することを予定しております。
当該契約に基づく損害賠償限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としておりま
す。

5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、
被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずることのある損害を、当該保険契約により補填することとしております。下山田英一氏が
監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、次回更新
時には同内容での更新を予定しております。

6. 候補者の所有する当社の株式の数は、2023年３月31日現在のものであります。
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第５号議案 退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締
役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）篠原正幸氏は任期満
了により退任され、また監査等委員である取締役堀川安久氏は辞任により退任されますので、
それぞれの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退
職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役（監査等
委員である取締役を除く。）については取締役会に、退任監査等委員である取締役については
監査等委員である取締役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。
なお、退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する退職慰労金につきましては、

当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿って、当社の定める一定の基準内とす
るものであり、その内容は相当であると判断しております。
退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金の贈呈を相当とする理由は、監査等委員で

ある取締役として当社の業務の適正性を確保することに尽力したためであります。
また、本議案に関し、監査等委員会からは異議がない旨を確認しております。
退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び退任監査等委員である取締役の略歴は

次のとおりであります。
氏 名 略 歴

篠
し の は ら

原 正
ま さ ゆ き

幸
2020年６月 当社取締役

現在に至る

堀
ほ り か わ

川 安
や す ひ さ

久
2021年５月 当社社外取締役（監査等委員）

現在に至る

以 上
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【ご参考】本株主総会後の取締役会のスキル・マトリックス（予定）

事業

企業
経営

情報サー
ビス
(技術)

物流・ロ
ジスティ
クス

マーケテ
ィング・
営業

財務・フ
ァイナン

ス

人事・
労務

法務・リ
スクマネ
ジメント

ＥＳＧ・
サスティ
ナビリテ

ィ

德田 康行 ● ● ● ● ●

平野 文康 ● ● ●

道田 隆典 ●

大川 正 ● ● ●

大石 素久 ● ●

吉田 芳之
（社外/独立）

● ● ● ● ●

佐藤 滋美
（監査等委員）

● ●

河合 健一
（監査等委員/社外/独立）

● ● ●

杉田 光秀
（監査等委員/社外/独立）

● ●
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事 業 報 告

（2022
2023

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症と社会経済活動の両立
を目指した各種政策の効果もあり、緩やかに持ち直しの動きがみられた一方、ウクライナ情
勢の長期化や世界的な金融引き締めによる景気後退リスクに加え、エネルギー・資源価格の
高騰と円安進行等に伴う物価上昇により、先行きの見通しは依然として不透明な状況が続い
ております。
一方、当社グループの主力である情報サービス事業のＩＴサービス市場においては、企業

の生産性向上・業務効率化を目的としたＤＸ投資や社会的課題解決へ向けたシステムサービ
スへの投資需要は、引き続き高い状態にあります。
このような事業環境の中、当社グループの情報サービス事業においては、2021年度から

の中期経営ビジョン「徹底した現場力の向上による収益構造の変革」を推進させ収益性の改
善を図るとともに、当社の大きな財産となる新卒採用を中心とした人財の確保と各種教育研
修プログラムによる人財力の強化、及び社内ＤＸ推進による経営基盤の整備に積極的に取り
組んでおります。
また、物流事業においては、エッセンシャルワーカーによって成り立つ事業であることか

ら、引き続き新型コロナウイルス感染防止対策に注力しつつ、物流作業の基本である「安
全・品質」を具体的に実現・継続させていくことに集中するとともに事業に必要な投資は積
極的に行い、収益力の強化を図っております。

このような状況のもと、当社グループの売上高は155億３百万円（前年比7.2％増）、売上
総利益は31億円(前年比12.2％増、売上総利益率20.0％）を確保し、営業利益は５億10百
万円（前年比39.1％増）、経常利益は５億53百万円（前年比36.5％増）、親会社株主に帰属
する当期純利益は３億81百万円（前年比38.6％増）となり、売上高及び各利益ともに過去
最高となりました。

＜事業セグメント別の売上高＞
（単位：百万円、％）

事業セグメント別 第75期 第76期
（当期） 前期比増減額 前期比増減率

情報サービス事業 11,346 12,304 958 8.4
物流事業 3,112 3,198 86 2.8
合計 14,458 15,503 1,044 7.2
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① 情報サービス事業
売上高は、システム開発や人事・給与・就業・会計等の業務を対象としたパッケージソリ

ューションサービスが堅調に推移したこと、及び新しいＳａａＳソリューションとして注力
している安全運転支援クラウドサービス「あさレポ」が順調に立ち上がったことにより、増
収となりました。なお、「あさレポ」はアルコール検知器使用義務化が当面延期されたこと
によるお客様のサービス運用見合わせの影響があり、期待した成長は先送りとなりました。
以上の結果、売上高は123億4百万円（前年比8.4％増）となりました。
セグメント利益は、システム開発やパッケージソリューションサービスにおいて生産性向

上や高付加価値化による収益性改善が継続していること、及びクラウドサービスの増収効果
もあり、データセンターにおける電力料金の高騰等の影響をカバーし、増益となりました。
以上の結果、セグメント利益は15億26百万円（前年比13.5％増）となりました。

② 物流事業
売上高は、倉庫事業では、新規貨物の取扱開始により取扱量及び保管貨物が増加し増収

となりました。港運事業においては、既存荷主の取扱量が増加により増収となりました。
陸運事業においては、乗務員の傷病等による稼働車両減少の影響で減収となりました。
以上の結果、売上高は31億98百万円（前年比2.8％増）となりました。
セグメント利益は、倉庫事業では、保管料金改定や貨物取扱量の増加に加えて作業手順

見直し等の業務効率化も寄与し、増益となりました。港運事業においては、貨物取扱量の
増加と作業料金改定により増益となりました。陸運事業においては、原油価格高騰の影響
で燃料費等が上昇した影響と車両稼働数の減少により減益となりました。
以上の結果、セグメント利益は５億44百万円（前年比11.9％増）となりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度における当社グループの設備投資の総額は３億63百万円であり、主なも

のは次のとおりであります。
情報サービス事業では、クラウドサービスにて使用するサーバー及びネットワーク機器等

の設備、またソリューションサービスにて使用するシステム開発等で２億15百万円の設備
投資を行いました。
物流事業では、車両のリースなどで78百万円の設備投資を行いました。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度におきましては、増資や社債発行は行っておりません。

（4）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
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（5）他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

（6）対処すべき課題
情報サービス事業では、取り巻く環境につき、これまでの新型コロナウイルス感染拡大に

よる事業環境の変化とＤＸに対する意欲の高まりが国内企業のＩＴ投資を後押しし、ＩＴサ
ービスに対する需要は引き続き堅調に維持され、緩やかに拡大していくことが見込まれます。
2025中長期事業計画の中間期にあたる2024年３月期は、同計画で掲げた経営ビジョン

「徹底した現場力の向上による収益構造の改革」を具現化すべく、「1.受注・売上拡大」「2.
収益性の改善」「3.「人財力」の強化」のための施策に継続して取り組んでまいります。
また、ＩＴ人財の獲得競争激化や物価上昇への対応としての賃金水準の引き上げを含む人

的資本投資により当社の大切な財産である従業員の幸福を追求し、一人ひとりのエンゲージ
メントを高めていくことを当社の成長につなげ、それを従業員に還元するウェルビーイング
経営にも取り組み、企業価値の向上に努めてまいります。
物流事業では、業務のデジタル化に引き続き取り組み、収益力の確保、向上に努めてまい

ります。また、社員の働きやすさを追求し、人材の確保、育成に注力してまいります。
倉庫、港運及び陸運の各事業活動では、顧客深耕による売上拡大、現場の改善活動による

品質向上、リスクアセスメント推進による事故トラブル未然防止徹底等、各種取り組みを実
行するとともに、来年に迫ったドライバーの時間外労働に関する規制強化への対応では、運
行及び業務管理のシステム化を進めることに加え、ハード面も充実させ貨物の取りこぼしが
ないよう輸送能力の強化に努めてまいります。
また、社内外の教育を継続・拡充し、各事業の肝であるコンプライアンス遵守の徹底、職

員・乗務員の健康管理体制維持・強化に注力することで企業価値の向上に努めてまいります。
当社グループとしましては、今後も、引き続き、お客様の投資等の動向を注意深く見極め

ながら、お客様の事業への貢献を通じてさまざまな社会課題に取り組むサステナビリティを
推進することで、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。
株主の皆さまには、今後とも格別のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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（7）財産及び損益の状況
（単位：百万円）

期 別

区 分
2019年度
第73期

2020年度
第74期

2021年度
第75期

2022年度
第76期

（当連結会計年度）
売 上 高 14,653 14,349 14,458 15,503
経 常 利 益 368 328 405 553
親会社株主に帰属する当期純利益 160 213 275 381
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 54円55銭 72円64銭 93円61銭 129円71銭
総 資 産 10,584 10,170 9,964 10,178
純 資 産 2,408 2,594 2,792 3,086

（8）重要な親会社及び子会社の状況（2023年３月31日現在）
① 親会社の状況

当社の親会社は鈴与株式会社であり、同社は間接保有分を含め、当社の株式を
1,182,000株（議決権比率40.23％）保有しております。
鈴与株式会社は、総合物流業を行っており、当社との間で、所有建物を相互に賃貸借し

ております。

② 親会社等との取引に関する事項
イ．当該取引をするに当り当社の利益を害さないように留意した事項

取引内容及び条件につきましては、一般取引と同様の基準に従って、公正かつ適
切なものにしております。

ロ．当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
当社は、上場企業としての独立性を確保しており、取締役会の独自の意思決定に

基づき経営及び事業活動を行っております。
ハ．取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。
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③ 子会社及び関連会社の状況
名 称 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

鈴 与 シ ン ワ 物 流 株 式 会 社 50百万円 100.00％ 倉庫事業、港運事業、陸運事業
シ ン ワ 運 輸 東 京 株 式 会 社 10百万円 100.00％ 陸 運 事 業
ビジネス・デザイン・コンサルティング株式会社 14百万円 100.00％ 情 報 サ ー ビ ス 事 業
株 式 会 社 イ ン タ ー ク エ ス ト ※ 80百万円 31.39％ 情 報 サ ー ビ ス 事 業
株 式 会 社 ニ ッ プ ン ロ ジ ス ※ 20百万円 20.00％ 陸 運 事 業
丸 大 ト ラ ッ ク 株 式 会 社 ※ 10百万円 15.00％ 陸 運 事 業
（注） ※印は、持分法適用関連会社であります。

（9）主要な事業内容（2023年３月31日現在）
① 当社
事 業 部 門 事 業 内 容

情 報 サ ー ビ ス 事 業
コンピュータソフトウエアの受託開発・開発支援、ソフトウエア製品の導入支援・ア
ドオン開発、物流ＩＴコンサルティングサービス、人事給与を主体としたアウトソー
シング事業並びにデータセンター＆クラウドサービス事業

② 子会社
事 業 部 門 事 業 内 容

物 流 事 業 倉庫事業、港運事業、陸運事業
情 報 サ ー ビ ス 事 業 人事ITコンサルティングサービス、ソフトウエア受託開発

（10）主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）
① 当社

名 称 所 在 地
本 社 東 京 都 港 区
大 阪 事 業 所 大 阪 府 大 阪 市
名 古 屋 シ ス テ ム セ ン タ ー 愛 知 県 名 古 屋 市
広 島 シ ス テ ム セ ン タ ー 広 島 県 広 島 市

② 子会社
名 称 所 在 地

鈴 与 シ ン ワ 物 流 株 式 会 社 東 京 都 港 区
シ ン ワ 運 輸 東 京 株 式 会 社 東 京 都 港 区
ビ ジ ネ ス ・ デ ザ イ ン ・ コ ン サ ル テ ィ ン グ 株 式 会 社 東 京 都 千 代 田 区
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（11）従業員の状況（2023年３月31日現在）
① 企業集団の状況

従業員数 前期末比増減
751人 13人増

（注） 従業員数の中に、臨時従業員は含みません。

② 当社の状況
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
620人 12人増 42.9歳 11.5年

（注） 従業員数の中に、臨時従業員は含みません。

（12）主要な借入先（2023年３月31日現在）
借 入 先 借入金残高（百万円）

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,150
株 式 会 社 静 岡 銀 行 330
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 270
株 式 会 社 清 水 銀 行 220
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100
株 式 会 社 り そ な 銀 行 20
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 15
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2. 会社の株式に関する事項（2023年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 10,560,000株

（2）発行済株式の総数 2,941,922株（自己株式58,078株を除く。）

（3）株主数 1,372名

（4）大株主
株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

鈴 与 シ ス テ ム テ ク ノ ロ ジ ー 株 式 会 社 343 11.66
鈴 与 興 産 株 式 会 社 324 11.01
株 式 会 社 Ｅ Ｎ Ｅ Ｏ Ｓ ウ イ ン グ 264 8.97
株 式 会 社 エ ヌ ・ テ ィ ・ テ ィ ・ デ ー タ 200 6.79
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 132 4.48
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 123 4.20
鈴 与 建 設 株 式 会 社 104 3.55
株 式 会 社 清 水 銀 行 100 3.39
株 式 会 社 静 岡 銀 行 100 3.39
株 式 会 社 電 通 国 際 情 報 サ ー ビ ス 100 3.39

（注）1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、自己株式を控除し小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項（2023年３月31日現在）
（1）取締役の氏名等

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況
德 田 康 行 代表取締役社長

平 野 文 康 取締役副社長（事業部門統括兼ＣＩＯ兼ＣＩ
ＳＯ兼ＣＱＯ）

株式会社インタークエスト代表取締役会長
ビジネス・デザイン・コンサルティング株
式会社代表取締役会長

道 田 隆 典 常務取締役（ソリューションサービス事業本
部長兼西日本地区担当）

笠 原 茂 常務取締役（クラウドサービス事業本部長）

上野山 英 樹
取締役（ソリューションサービス事業本部 副
事業本部長兼デジタルビジネスソリューショ
ン事業部長）

村 上 信 治 取締役（マーケティング・営業企画担当）
篠 原 正 幸 取締役（システム開発事業本部長）
大 川 正 取締役（管理本部長 兼 総務・人事部長）
大 石 素 久 取締役 鈴与シンワ物流株式会社代表取締役社長

シンワ運輸東京株式会社代表取締役社長
佐 藤 滋 美 取締役（監査等委員） 鈴与システムテクノロジー株式会社代表取

締役社長
河 合 健 一 取締役（監査等委員）
堀 川 安 久 取締役（監査等委員）
（注）1. 2022年６月29日開催の第75期定時株主総会において、大石素久氏が取締役に新たに選任され、就

任いたしました。
2. 2022年６月29日開催の第75期定時株主総会終結の時をもって、髙山秀一氏は取締役を任期満了に

より退任いたしました。
3. 平野文康氏の「地位及び担当」に記載のCIOはChief Information Officer（最高情報責任者）、

CISOはChief Information Security Officer（最高情報セキュリティ責任者）、CQOはChief
Quality Officer（最高品質責任者）の略称であります。

4. 当社は、佐藤滋美氏、河合健一氏、堀川安久氏との間で会社法第427条第１項に基づく責任限定契約
を締結しております。当該契約により、各氏がその任務を怠ったことにより当社に損失を与えた場
合で、かつその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失のないときは、会社法第425条第１項に定
める最低責任限度額を限度として、当社に対し責任を負うものとしております。

5. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被
保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補
することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社の取締役（監査等委員
である取締役を含む。）であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しておりま
す。ただし、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反
することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免
責事由があります。

6. 河合健一氏、堀川安久氏は、社外取締役であります。
7. 河合健一氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ております。
8. 河合健一氏は、銀行の執行役員の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており

ます。
9. 当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして監査等委員会事務局を設置しているため、常勤

の監査等委員は選定しておりません。
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（2）取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の
報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、独立役員を含む社外取
締役２名で構成する指名・報酬諮問会議が協議の上、決定する答申を踏まえて審議し、
個人別の報酬額の最終決定を代表取締役に一任することを決定します。
また、個人別の報酬額の算定では、継続的な企業価値向上を念頭に当社取締役が担う

べき機能・役割に応じた水準になるよう別に定める「役員標準報酬基準」に従うことと
しております。
なお、取締役会は、当事業年度の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人

別の報酬等についても、当該手続きが行われていることを確認しており、当該決定方針
に沿うものであると判断しております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額等は、2016年６月29日開催の

第69期定時株主総会において年額１億20百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな
い。）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の員数は10名です。
監査等委員である取締役の報酬額等は、2016年６月29日開催の第69期定時株主総

会において年額36百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監
査等委員である取締役の員数は３名（うち社外取締役２名）です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長の德田康行が取締役（監

査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額を決定しております。
その権限の内容は、個人別の報酬等の全部に関する内容の決定となります。当社全体

の状況を俯瞰しつつ、各取締役の担うべき機能・役割に応じて報酬等を判断するには代
表取締役社長が最も適していることから、当該権限を委任しております。
なお、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、「役員標準報酬基準」

を定めており、同基準に従って取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の
報酬額を決定されることとしております。
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④ 取締役の報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（う ち 社 外 取 締 役）

97
(―)

97
(―)

―
(―)

―
(―)

8
(―)

取 締 役 （監 査 等 委 員）
（う ち 社 外 取 締 役）

5
(5)

5
(5)

―
(―)

―
(―)

2
(2)

合 計
（う ち 社 外 役 員）

103
(5)

103
(5)

―
(―)

―
(―)

10
(2)

（注）1. 上記報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額２百万円（取締役（監査等
委員を除く）２百万円、取締役（監査等委員）０百万円）が含まれております。

2. 上記のほか、使用人兼務取締役に対する使用人分給与が36百万円支給されております。
3. 当事業年度末現在の人員は、取締役（監査等委員である取締役を除く）９名、監査等委員である取

締役３名であります。上記の支給人員と相違しているのは無報酬の取締役（監査等委員である取締
役を除く）１名及び監査等委員である取締役１名を含んでいないためであります。

（3）社外役員に関する事項
① 社外役員の状況

区分 氏名 重要な兼職先と
当 社 と の 関 係 当社での主な活動

社 外
取締役

（監査等
委員）

河合 健一 該当ありません

取締役会出席回数
13回開催のうち12回出席

監査等委員会出席回数
13回開催のうち12回出席

経営者としての知見、及び金融市場に関する豊富な知識・経
験に基づき、取締役会において活発な審議に積極的に参画す
るとともに、意思決定の適正性を確保するため必要な発言等
を行っております。さらに、監査等委員として、豊富な知
見・客観的な観点から監査体制の強化を推進しております。

堀川 安久 該当ありません

取締役会出席回数
13回開催のうち13回出席

監査等委員会出席回数
13回開催のうち13回出席

経営者としての知見及び経験に基づき、取締役会において活
発な審議に積極的に参画するとともに、意思決定の適正性を
確保するため必要な発言等を行っております。さらに、監査
等委員として、豊富な知見・客観的な観点から監査体制の強
化を推進しております。

② 当社の親会社又は当社の親会社の子会社から当期において役員として受けた報酬等の総額
1百万円
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

赤坂有限責任監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等 20百万円

なお、当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取
引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記
金額はこれらの合計額で記載しております。

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20百万円
（注）当社監査等委員会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画

と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積り等の妥当性を検討した
結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

（3）会計監査人が行った非監査業務（公認会計士法第２条第１項の業務以外）の内容
当社は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項に規定する業務以外の合意された

手続業務を委託し、対価を支払っております。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人が、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必

要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基
準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監
査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任
に関する議案の内容を決定いたします。
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6. 当社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制、その他業務の適正を確保するための体制としての内部統制システムについて決議して
おりますが、その概要は次のとおりであります。
当社は、内部統制システムが経営に与える効果を最大限に発揮させることが重要な課題で

あると認識しております。取締役及び使用人がその役割を十分に認識し、それぞれの組織体
を有効に機能させることにより、透明度が高く、あらゆるリスクを排除することにより、当
社をとりまくステークホルダーに貢献できる企業でありたいと考えております。この考え方
に基づき、以下のとおり、内部統制システム整備の基本方針を定めております。

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・リスクマネジメント体制の推進

当社は、企業倫理及び法令遵守意識をグループ会社全員に浸透させ、未然に違法行為
を防止する仕組み、並びにリスクマネジメントを適正、円滑かつ継続的に行う仕組みを
構築し、リスクマネジメント体制を推進するため、社長を議長とする「コンプライアン
ス・リスクマネジメント会議」を設置しております。会議メンバーは業務執行取締役及
び監査等委員会の委員長である取締役であります。
また、同会議の附属機関として、「コンプライアンス委員会」を設置しており、内部

通報制度の運用と合わせて、法令違反行為あるいは企業倫理上で問題のある行為の未然
防止と早期把握・解決することのできる体制を構築しております。
コンプライアンス・リスクマネジメント会議及びコンプライアンス委員会のコンプラ

イアンスに関する役割は、次のとおりであります。
a.企業倫理及び法令遵守の考え方を子会社を含む従業員全員に徹底させるとともに、コ
ンプライアンス方針を策定する。

b.日常の企業活動を行っていく上で、違法行為が起こりうる可能性を抽出し、問題を顕
在化させる。

c.内部通報者の秘密保持、不利益な扱いを禁止することを周知し、問題を早期に露見さ
せる環境整備に努める。

d.コンプライアンスに関連する問題が発生した際に対処に関する基本的方針を策定する。
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・内部監査体制の充実
当社は、内部統制システムのモニタリングの一環として、内部統制システムの有効性

及び効率性の観点から点検及び評価を行い、その結果に基づく助言や勧告を通じて内部
統制システムの継続的な発展を図ることを目的として、内部監査を実施しております。
なお、内部監査は、社長直属の内部監査室が実施しております。

・ＩＴの活用と統制
当社は、営業管理システムや統合基幹システムを稼働させるなど、社内のＩＴ化とそ

の改善を推進しております。また、社内のＩＴ全般統制を図るため、「社内情報システ
ム管理規程」を制定し、管理組織、計画、開発、運用、緊急時対応及び内部監査につい
て定めております。
管理体制としては、社内で使用するサーバー、ソフトウエア、ネットワーク機器ほか

クラウドサービスなどIT基盤の新規導入及び変更、対外ネットワーク接続等についての
重要案件の審議及びＩＴの全般統制に必要な基準等の制定・改廃をＤＸ推進部が行って
おります。

・情報セキュリティ基本方針の策定とＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステ
ム）の認証取得
業務上取扱うお客様等の情報資産及び当社の情報資産を各種脅威から守るため、情報

セキュリティポリシーとして情報セキュリティ基本方針及び関連規程・規則を定め実施
しております。また、ＩＳＭＳ（ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１：２０１３（ＪＩＳ Ｑ ２
７００１：２０１４））を全社的に取得するとともに、クラウドサービス事業本部がＩ
ＳＯ／ＩＥＣ２７０１７：２０１５に基づくＩＳＭＳクラウドセキュリティ認証に関す
る要求事項（ＪＩＰ－ＩＳＭＳ５１７－１．０）を取得し、情報セキュリティ管理の強
化を図る体制を整えております。

・個人情報保護方針の策定とプライバシーマークの取得
業務上取扱う取引先等の個人情報（「特定個人情報」含む。以下同じ。）及び当社の役

員・従業員の個人情報を適切に取り扱うため、個人情報保護方針及び関連規程・規則を
定め実施しております。また、プライバシーマーク（ＪＩＳ Ｑ １５００１：２０１
７）を取得し、全社で個人情報の適切な取り扱いの徹底を図る体制を整えております。

・反社会的勢力排除に向けた基本姿勢
当社は、「反社会的勢力対応の基本方針」を行動規範の一つとして掲げ、反社会的勢力

及び団体との絶縁を宣言しております。
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② 取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令及び社内規程である文書管理規程に基づき、また、見直しを行い、文書や

情報などの適切な保存、管理を行っております。
③ 損失の危機管理に関する規程その他の体制

当社は、当社におけるリスクマネジメントを適正、円滑、継続的に運営していくために
ＪＩＳ Ｑ ３１０００を参考にしつつ、当社の事情に即したマネジメント体制を整備して
おります。
実際のリスクマネジメント体制では、コンプライアンス・リスクマネジメント会議が、

コンプライアンス委員会ほか、複数の委員会等を附属機関として設置し、各委員会等から
のリスクに関する報告をもとに、全社のリスクマネジメントに関する承認と意思決定を行
うものとし、その役割は次のとおりとしております。
・各委員会等及び各部門、部署からのリスクマネジメント結果報告の承認を行う。
・社内に内在するリスクに対する評価の最終化を行う。
・全社及びグループで対応するリスクの対策を議論し策定する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会、経営会議の開催

当社は、取締役の職務の執行を効率的かつ迅速に行うため、次の会議体を定期的に開
催してその推進を図っております。
取 締 役 会：全取締役で構成し、経営の意思決定を合理的かつ迅速に行うことを目指

し、経営の重要案件を審議・決定する。
経 営 会 議：業務執行取締役及び監査等委員会の委員長である取締役で構成し、業務

執行上の重要事項について審議し、全社的な調整や対策のスムーズな実
施に努めるとともに、子会社の業務遂行状況の確認も行う。なお、本会
議はコンプライアンス・リスクマネジメント会議と連動して開催してい
る。

・取締役、使用人の役割及び権限
当社の取締役、使用人の役割と権限については、業務分掌規程や職務権限規程等の社

内規程を見直し、その実効を図っております。
・年度事業計画の策定と遂行

当社は、中期的な事業展望に基づき、単年度の事業計画を策定し、これを遂行するこ
とにより、統一性のある効率的な事業運営を行っております。また、子会社も当社に準
じて事業計画を策定し、グループ間の整合性の確保と円滑な連携を図っております。
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⑤ 会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため
の体制

・コンプライアンス・リスクマネジメントの統括
当社は次の対応を行うことで、グループ会社のコンプライアンス・リスクマネジメン

トを統括しております。
a.子会社内には、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。
b.当社の経営会議では、コンプライアンス・リスク管理委員会の活動を含む子会社の
業務遂行状況の報告を受ける。

c.子会社も当社の内部通報制度の適用範囲とする。
・子会社のガバナンス強化の体制

当社は、関係会社管理規程を制定し、子会社のガバナンス強化と管理徹底を行ってお
ります。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用
人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項、並びに当
該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務の補助は、管理部門からスタッフを配置して行っております。ま

た、職務補助スタッフの独立性を考慮し、そのスタッフの人選、人事異動及び人事考課に
ついては監査等委員会の意見を聴取して行っております。
なお、職務補助スタッフが監査等委員会の職務を遂行するにあたっては、専ら監査等委

員会の指揮命令に従っております。
⑦ 監査等委員会への報告に関する体制
・重要事項の報告

取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、全社的に影響を及ぼす重要な事項に
ついて、遅滞なく監査等委員会に報告します。稟議書その他業務執行に関する重要な文
書を監査等委員会に回覧するとともに、内部監査結果を監査等委員会に報告します。
また、子会社の監査役は、同社の監査状況について適宜監査等委員会に報告します。
なお、監査等委員会への報告は、通常は監査等委員会の委員長に行いますが、定期的

な代表取締役と監査等委員会との会合において、時宜、意見交換を行います。
・監査等委員の重要な会議への出席

監査等委員は、重要な決定の過程、業務の遂行状況を把握するため、取締役会に加え
経営会議など重要会議に出席します。また、コンプライアンス及びリスク対応への取り
組み状況を把握するため、コンプライアンス・リスクマネジメント会議に出席します。
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・子会社の取締役等からの報告
子会社の取締役を兼務する取締役が、子会社の取締役会ほか定期的な会合に出席して

得た情報を共有するとともに、子会社の取締役、監査役及び使用人から報告を受けます。
・不利益な取扱いを受けないことを確保する体制

監査等委員会に報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないことを、規程等
において明確にしております。

⑧ 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について
生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務
の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について

生ずる費用の前払又は償還等を請求したときは、速やかに当該請求に応じております。
⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、代表取締役との定期的な会合での意見交換や会計監査人との報告会に
おいて監査状況の説明を受けるとともに情報交換を行うなどの連携を図っております。
また、法務に関する事項については顧問弁護士の指導を受けるなど必要に応じて外部の

専門家との連携を図っております。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。

① 取締役会を13回開催し、法令に定められた事項や予算の策定等経営に関する重要事項
を決定し、また取締役が職務の執行状況を定期的に報告しました。

② 取締役会の実効性の更なる向上のため、取締役会開催にあたっては審議の活性化を図る
べく、各取締役に対して審議事項の事前説明を徹底しました。

③ 監査等委員会を13回開催し、監査方針、監査計画他、法令・規則で定める決議事項、
同意事項等の審議を行うとともに、監査等委員会と会計監査人との会合を定期的に実施
することで情報交換及び相互の意思疎通を図りました。また、監査等委員会の委員長で
ある取締役は、経営会議及びコンプライアンス・リスクマネジメント会議等の重要会議
にも出席しました。

④ リスクマネジメント体制の推進では、コンプライアンス・リスクマネジメント会議の附
属機関であるコンプライアンス委員会ほか、各種委員会等が定期的に開催され、コンプ
ライアンス・リスクマネジメント会議で抽出したリスクへの対応について監視・審議を
行いました。

⑤ 経営会議及びコンプライアンス・リスクマネジメント会議は毎月開催し、当社及び子会
社のリスク対応を含む業務執行上の重要事項を確認・審議を行いました。
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（3）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆さまに対する継続的な利益還元を重要な経営課題ととらえ、安定的な配

当を行うことを基本としておりますが、配当金額については、事業活動の結果としての業績
の動向やその後の事業展開等をより重要な要素として判断することとしております。
当期の配当につきましては、この基本方針を踏まえ、改めて当期の業績の状況及び今後の

事業展開を勘案した結果、１株あたり40円00銭とさせていただきたく存じます。
なお、当社の剰余金配当の最終決定は、株主の皆さまの意見を反映できるよう株主総会に

おいて決定することとしております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類
連 結 貸 借 対 照 表

（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 4,209 流 動 負 債 3,609
現金及び預金 1,252 支払手形及び買掛金 844
受取手形 16 短期借入金 800
売掛金 2,639 １年内返済予定の長期借入金 471
仕掛品 101 リース債務 158
その他 199 未払法人税等 125
貸倒引当金 △0 賞与引当金 545

固 定 資 産 5,968 受注損失引当金 3
有形固定資産 3,975 その他 661
建物及び構築物 664 固 定 負 債 3,482
機械装置及び運搬具 119 長期借入金 852
工具、器具及び備品 287 リース債務 331
土地 2,472 再評価に係る繰延税金負債 171
リース資産 431 役員退職慰労引当金 23
無形固定資産 394 退職給付に係る負債 2,001
ソフトウエア 296 その他 101
のれん 24 負 債 合 計 7,091
その他 73 （ 純 資 産 の 部 ）
投資その他の資産 1,598 株 主 資 本 2,807
投資有価証券 518 資本金 802
繰延税金資産 828 資本剰余金 162
その他 272 利益剰余金 1,880
貸倒引当金 △21 自己株式 △37

その他の包括利益累計額 279
その他有価証券評価差額金 30
土地再評価差額金 248
退職給付に係る調整累計額 1
純 資 産 合 計 3,086

資 産 合 計 10,178 負債及び純資産合計 10,178
（注）記載金額は、表示未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 15,503
売上原価 12,402

売上総利益 3,100
販売費及び一般管理費 2,590

営業利益 510
営業外収益

受取利息 0
受取配当金 8
持分法による投資利益 16
経営指導料 17
受取賃貸料 19
その他 24 85

営業外費用
支払利息 33
賃貸原価 4
その他 4 42
経常利益 553

特別利益
固定資産売却益 1 1

特別損失
固定資産除却損 7 7
税金等調整前当期純利益 547
法人税、住民税及び事業税 189
法人税等調整額 △23 166
当期純利益 381

親会社株主に帰属する当期純利益 381
（注）記載金額は、表示未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 802 162 1,586 △37 2,513
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △88 △88
親会社株主に帰属する当期純利益 381 381
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の －当 期 変 動 額 （純 額）
当 期 変 動 額 合 計 － － 293 △0 293
当 期 末 残 高 802 162 1,880 △37 2,807

その他の包括利益累計額
純 資 産 合 計その他有価証券

評価差額金
土地再評価
差 額 金

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 23 248 6 278 2,792
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △88
親会社株主に帰属する当期純利益 381
自 己 株 式 の 取 得 △0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 6 △4 1 1当 期 変 動 額 （純 額）
当 期 変 動 額 合 計 6 － △4 1 294
当 期 末 残 高 30 248 1 279 3,086
（注）記載金額は、表示未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表
1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

（1）連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 ３社
連結子会社の名称 鈴与シンワ物流株式会社、シンワ運輸東京株式会社、

ビジネス・デザイン・コンサルティング株式会社
（2）持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社の数 ３社
会社等の名称 株式会社ニップンロジス、丸大トラック株式会社、株式会社インタークエスト

（3）連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
（イ）有価証券

その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均
法により算定）

市場価格のない
株式等

主に総平均法による原価法

（ロ）デリバティブ 時価法
（ハ）棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
評価方法 個別法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
（イ）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３～38年

（ロ）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能
期間（３～５年）による定額法

（ハ）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

③ 重要な繰延資産の処理方法
社債発行費 定額法

償却年数 ７年
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④ 重要な引当金の計上基準
（イ）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

（ロ）賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の
負担額を計上しております。

（ハ）受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来
の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積ることが可能なも
のについては、将来の損失見込額を計上しております。

（ニ）役員退職慰労引当金 当社及び一部の子会社の役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に
基づく期末要支給額を計上しております。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
（イ）退職給付見込額

の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末まで
の期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

（ロ）数理計算上の差
異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

（ハ）未認識数理計算
上の差異の会計処
理方法

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部に
おけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上して
おります。

（ニ）連結子会社の退
職給付に係る会計
処理の方法

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給
付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便
法を適用しております。
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⑥ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（イ）情報サービス事業

主な履行義務の内容は、プログラム開発及び保守運用等のソフトウエア受託開発、データセンタ
ー・クラウドサービス等のＩＴインフラから人事給与・会計を中心としたパッケージソフトウエア
の導入等を行っております。これらの約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行
義務が充足されることから、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。
また、一定の期間にわたり充足される履行義務については、契約書に定義したサービスの提供期

間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
（ロ）物流事業

主な履行義務の内容は、貨物の保管及び荷役作業を主とした倉庫事業、港湾における貨物の
取り扱いの港運事業、セメント・小麦粉輸送を主体とする陸運事業を行っております。これら
の約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で履行義務が充足されることから、当
該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。収益認識に関する会計基準の適用指
針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、国内の取引において、商品の出荷時から顧客に移
転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

⑦ 重要なヘッジ会計の方法
（イ）ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、当該特例処理に

よっております。
（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 金利変動により影響を受ける長期借入金利息

（ハ）ヘッジ方針 当社所定の社内承認手続きを行った上で、借入金利息の金利変動リスク
を回避する目的により、金利スワップを利用しております。

（ニ）ヘッジ有効性評価
の方法

金利スワップは、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価の
判定を省略しております。

⑧ その他連結計算書類作成のための重要な事項
のれんの償却方法及び償却期間 のれんは５年間で均等償却しております。
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２. 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌

連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
（1）物流事業の有形固定資産

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
有形固定資産 2,752百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループの物流事業については、固定資産の減損会計において、管理会計上の区分を基礎

とし、個々の営業所単位でグルーピングを行っております。
固定資産の減損損失の測定にあたっては、減損の兆候が把握された各資産グループの将来キャ

ッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フロー合計が当該資産グループの固定資産の
帳簿価額を下回るものについて、回収可能価額が固定資産の帳簿価額を下回った場合に減損損失
を計上しております。
減損損失を認識するかどうかの判定において用いられる割引前将来キャッシュ・フローは、主

として経営者によって承認された、事業環境や市場環境等を考慮した事業計画や過去の実績等を
総合的に勘案した上で算定しております。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済条件の変

動等により影響を受ける可能性があり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可
能性があります。

（2）繰延税金資産の回収可能性
① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 828百万円
② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産は、将来の合理的な課税所得の見積額に基づき、回収可能性が認められる額を計
上しております。
繰延税金資産の回収可能性における重要な仮定は、主として経営者によって承認された、事業

環境や市場環境等を考慮した事業計画を基礎とする課税所得の見積りであります。
今後、前提とした環境等の変化により、課税所得の見積りが変化した場合、繰延税金資産の回

収可能性が異なる結果となり、税金費用が増加もしくは減少し、当社グループの財政状態及び経
営成績に影響を及ぼす可能性があります。

３. 連結貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

担保資産に供している資産
建物及び構築物 104百万円
土地 2,128百万円

計 2,232百万円
担保に係る債務
短期借入金 800百万円
長期借入金（１年以内返済予定の長期借入金を含む） 900百万円

計 1,700百万円
（2）有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 7,558百万円

2023年05月30日 16時59分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 38 ―

（3）「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づいて事業用の土地の
再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部
に、残額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号) 第２条第３号に定め
る固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。
再評価を行った年月日 2001年３月31日
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

35百万円

４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数 増 加 減 少 当連結会計年度末

株式数
発行済株式
普通株式（株） 3,000,000 － － 3,000,000

自己株式
普通株式（株） 58,052 26 － 58,078
（注）普通株式の自己株式の増加26株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（2）配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2022年６月29日
定時株主総会 普通株式 88 30.00 2022年

３月31日
2022年
６月30日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
次のとおり、決議を予定しております。

決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額（円) 基準日 効力発生日

2023年６月29日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 117 40.00 2023年

３月31日
2023年
６月30日
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5. 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については、

主に銀行借入による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するため
に利用し、投機的な取引は行っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有

価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業との業務上
の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。短期

借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として５年以内）及び社債は、
主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されてお
りますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固
定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として
利用しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの
有効性の評価方法等については、前述の「1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
に関する注記等」に記載されている「（4）会計方針に関する事項」に記載されている「⑦ 重要
なヘッジ会計の方法」をご覧ください。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に工具、器具及び備品や車両、ソフトウエ

アの投資に係る資金調達を目的としたものであります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
（イ）信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権について定期的に取引先ごとの期日管理及び残高確認を行ってお
ります。

（ロ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、ま
た、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。デリバティブ取
引の執行・管理については、取引権者による決裁に基づいて実施しており、また、デリバテ
ィブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を
行っております。

（ハ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により流動性リスクの管理をしております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「(2)金融商品
の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体
がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。（（注２）を参照くだ
さい。）また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金、短期
借入金は、短期間で決済されるものであるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略
しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計 上 額 時価 差額

（１）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 111 111 －

資 産 計 111 111 －
（２）長期借入金（※１） 1,323 1,337 14
（３）リース債務（※２） 490 484 △5

負 債 計 1,813 1,822 9
デリバティブ取引 － － －
（※１）１年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
（※２）１年内返済予定のリース債務を含めて記載しております。
（注１）有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

（1）有価証券及び投資有価証券
保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。
その他有価証券で市場価格のない株式等以外のもの

（単位：百万円）
区 分 種 類 連結貸借対照表

計 上 額 取得原価 差 額
連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 株式 111 68 42
連結貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 株式 － － －

合計 111 68 42
（2）デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関係

（単位：百万円）
ヘッジ会計の方法 デリバティブ取引の

種類等 主なヘッジ対象 契約額等 契約額等の
うち１年超 時価

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
長期借入金 50 － (※）支払固定

受取変動
合計 50 －

（※）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処
理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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（注２）市場価格のない株式等
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 407

上記については、「その他有価証券」には含めておりません。
（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（単位：百万円）
１年以内

受取手形 16
売掛金 2,639
合計 2,656

（注４）短期借入金、長期借入金並びにリース債務の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超 ２年超 ３年超 ４年超 ５年超２年以内 ３年以内 ４年以内 ５年以内
短期借入金 800 － － － － －
長期借入金 471 286 286 280 － －
リース債務 158 107 86 71 44 22

合計 1,429 393 372 351 44 22
（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
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① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 111 － － 111

デリバティブ取引
金利関連 － － － －

資産計 111 － － 111
デリバティブ取引
金利関連 － － － －

負債計 － － － －
② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円）
区分 時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 － 407 － 407

デリバティブ取引
金利関連 － － － －

資産計 － 407 － 407
長期借入金 － 1,337 － 1,337
リース債務 － 484 － 484
デリバティブ取引
金利関連 － － － －

負債計 － 1,822 － 1,822
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、

その時価をレベル１の時価に分類しております。非上場株式は、市場での取引がなく、活発な市
場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。
デリバティブ取引
金利スワップの時価は、金利スワップの特例処理によるものであり、ヘッジ対象とされている長

期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載し
ております。
長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、

割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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6. 賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額について重要性が乏しいため、注記を省略しております。

7. 収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

報告セグメント
情報サービス事業 物流事業 計

顧客との契約から生じる収益 12,304 3,198 15,503
その他の収益 － － －
外部顧客への売上高 12,304 3,198 15,503

（2）収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な

事項に関する注記等 (４) 会計方針に関する事項 ⑥ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載の
とおりです。

（3）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要な変動
も発生していないため、記載を省略しています。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）
した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、残存履行

義務に関する情報の記載は省略しております。また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価
格に含まれていない重要な金額はありません。

8. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,049円30銭
（2）１株当たり当期純利益 129円71銭

9. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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計算書類
貸 借 対 照 表

（2023年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

流 動 資 産 3,045 流 動 負 債 3,087
現金及び預金 472 買掛金 649
売掛金 2,297 短期借入金 800
仕掛品 101 １年内返済予定の長期借入金 465
前渡金 70 リース債務 64
前払費用 65 未払金 116
その他 38 未払費用 139

固 定 資 産 5,238 未払法人税等 63
有形固定資産 3,570 未払消費税等 115
建物 587 前受金 19
構築物 2 前受収益 127
機械及び装置 116 預り金 21
工具、器具及び備品 281 賞与引当金 500
土地 2,472 受注損失引当金 3
リース資産 109 その他 0

無形固定資産 283 固 定 負 債 3,009
ソフトウエア 283 長期借入金 840
その他 0 リース債務 54

投資その他の資産 1,384 再評価に係る繰延税金負債 171
投資有価証券 10 退職給付引当金 1,870
関係会社株式 365 役員退職慰労引当金 16
長期貸付金 4 受入保証金 46
長期前払費用 23 資産除去債務 8
繰延税金資産 791 負 債 合 計 6,096
差入保証金 155 （ 純資産の部 ）
その他 50 株 主 資 本 1,939
貸倒引当金 △17 資 本 金 802

資 本 剰 余 金 162
資本準備金 162
利 益 剰 余 金 1,013
利益準備金 38
その他利益剰余金 974

別 途 積 立 金 2
繰 越 利 益 剰 余 金 971

自 己 株 式 △37
評価・換算差額等 248

土地再評価差額金 248
純 資 産 合 計 2,188

資 産 合 計 8,284 負債及び純資産合計 8,284
（注）記載金額は、表示未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 12,083
売上原価 9,851

売上総利益 2,232
販売費及び一般管理費 2,058

営業利益 173
営業外収益

受取利息 0
受取配当金 37
受取賃貸料 211
経営指導料 41
その他 14 304

営業外費用
支払利息 19
賃貸費用 107
その他 2 130
経常利益 348

特別損失
固定資産除却損 7 7
税引前当期純利益 341
法人税、住民税及び事業税 97
法人税等調整額 △21 76
当期純利益 265

（注）記載金額は、表示未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2022

2023
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準備金
資 本
剰余金
合 計

利 益
準備金

その他利益剰余金 利 益
剰余金
合 計

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 802 162 162 38 2 794 836 △37 1,763
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △88 △88 △88
当 期 純 利 益 265 265 265
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） －

当期変動額合計 － － － － － 176 176 △0 176
当 期 末 残 高 802 162 162 38 2 971 1,013 △37 1,939

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計土 地 再 評 価

差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 248 248 2,011
当 期 変 動 額
剰余金の配当 △88
当 期 純 利 益 265
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） －

当期変動額合計 － － 176
当 期 末 残 高 248 248 2,188
（注）記載金額は、表示未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法

その他有価証券
市場価格のない
株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
均法により算定）

市場価格のない株式等 総平均法による原価法
② デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準 原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
評価方法 仕掛品 個別法

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３～38年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（３～５年）による定額法

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

（3）繰延資産の処理方法
社債発行費
定額法
償却年数 ７年

（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

③ 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該
損失額を合理的に見積ることが可能なものについては、将来の損失見込額を計上しております。
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④ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上してお
ります。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は、以下のとおりであります。

（イ) 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。

（ロ) 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（５年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
しております。

⑤ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準
主な履行義務の内容は、プログラム開発及び保守運用等のソフトウエア受託開発、データセン

ター・クラウドサービス等のＩＴインフラから人事給与・会計を中心としたパッケージソフトウ
エアの導入等を行っております。これらの約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で履行義務が充足されることから、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。
また一定の期間にわたり充足される履行義務については、契約書に定義したサービスの提供期間
に応じて均等按分し、収益を認識しております。

（6）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引について、当該特例処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ
ヘッジ対象 金利変動により影響を受ける長期借入金利息

③ ヘッジ方針
当社所定の社内承認手続きを行った上で、借入金利息の金利変動リスクを回避する目的によ
り、金利スワップを利用しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップは、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価の判定を省略しております。

（7）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけ

る会計処理の方法と異なっております。
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2. 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度

に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
（1）物流事業の有形固定資産

① 当事業年度の計算書類に計上した金額
有形固定資産 2,350百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
会計上の見積りの内容に関する情報は、「連結計算書類 連結注記表 ２.会計上の見積りに関す

る注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
（2）繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 791百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
会計上の見積りの内容に関する情報は、「連結計算書類 連結注記表 2.会計上の見積りに関する

注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

3. 貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産
建物 102百万円
構築物 1百万円
土地 2,128百万円

計 2,232百万円
担保に係る債務
短期借入金 800百万円
長期借入金（１年以内返済予定の長期借入金を含む） 900百万円

計 1,700百万円
（2）有形固定資産の減価償却累計額 6,588百万円
（3）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 18百万円
短期金銭債務 108百万円
長期金銭債務 161百万円

（4）「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づいて事業用の土地の
再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部
に、残額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号) 第２条第３号に定め
る固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。

再評価を行った年月日 2001年３月31日
再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

35百万円
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4. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
関係会社との取引高は、次のとおりであります。
営業取引（収入分） 228百万円
営業取引（支出分） 338百万円
営業取引以外の取引（収入分） 266百万円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首
株式数 増 加 減 少 当事業年度末

株式数
自己株式
普通株式（株） 58,052 26 － 58,078

（注）普通株式の自己株式の増加26株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

6. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産

退職給付引当金 571百万円
賞与引当金 153百万円
未払事業税 10百万円
減価償却超過額 17百万円
その他 51百万円

繰延税金資産小計 804百万円
評価性引当額 △12百万円
繰延税金資産の合計 791百万円
繰延税金資産の純額 791百万円
再評価に係る繰延税金負債
土地再評価差額金 171百万円

再評価に係る繰延税金負債の合計 171百万円
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7. 関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又
は出資金
(百万円）

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円） 科目 期末残高
（百万円）

親会社 鈴与株式会社 静岡県静岡市
清水区

1,000 物流事業
（被所有）
直接 0.62
間接 39.61

設備の賃貸
設備の賃借
役員の兼任

受取賃借料 192
前受金 17

預り保証金 42

設備賃借料 217 買掛金 18

（注）1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
・賃料及び賃借料については、近隣相場等を勘案し、価格交渉の上で決定しております。

（2）子会社

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又
は出資金
(百万円）

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 鈴与シンワ物流株
式会社 東京都港区 50 物流事業 （所有）

直接100.0
設備の賃貸
役員の兼任

経営指導料 24

未収入金 －

受取配当金 20

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
・経営指導料については、業務の内容を勘案し、価格交渉の上で決定しております。

（3）関連会社

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又
は出資金
(百万円）

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円） 科目 期末残高
（百万円）

関連会社 株式会社インター
クエスト

大阪府大阪市
中央区

80 情報サービス
事業

（所有）
直接31.39 役員の兼任

経営指導料 17

未収入金 －

受取配当金 4

（注）1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
・経営指導料については、業務の内容を勘案し、価格交渉の上で決定しております。
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（4）兄弟会社等

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又
は出資金
(百万円）

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円） 科目 期末残高
（百万円）

親会社の子会社 鈴与システムテク
ノロジー株式会社

静岡県静岡市
清水区

20 情報サービス
事業 － 設備の賃貸

役員の兼任 設備賃借料 121 買掛金 10

（注）1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
・賃借料については、近隣相場等を勘案し、価格交渉の上で決定しております。

（5）役員及びその近親者

種類 会社等の名称
又は氏名 所在地

資本金又
は出資金
(百万円）

事業の内容又
は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円） 科目 期末残高
（百万円）

親会社の役員及
びその近親者が
議決権の過半数
を所有している
会社（当該会社
等の子会社を含
む）

中日本バンリース
株式会社

静岡県静岡市
清水区

36 リース
事業等 － サーバの

賃借等

リース資産の
取得 25 １年内リース

債務 64

リース債務の
返済 80 長期リース

債務 54

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
・リース資産の取得価額及び利率については、市場価額を勘案して決定しております。

8. 収益認識に関する注記
連結注記表「収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

9. １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 743円77銭
（2）１株当たり当期純利益 90円10銭

10. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年５月22日
鈴与シンワート株式会社

取 締 役 会 御 中
赤坂有限責任監査法人
東京都港区

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池 田 勉

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 林 令 史

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、鈴与シンワート株式会社の2022年４月１日から

2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、鈴与シンワート株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査等委員会の責任は、財
務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年５月22日
鈴与シンワート株式会社

取 締 役 会 御 中
赤坂有限責任監査法人
東京都港区

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池 田 勉

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 林 令 史

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、鈴与シンワート株式会社の2022年４月１日から

2023年３月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締
役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第76期事業年度の取締
役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告い
たします。
1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取
締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要
に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携

の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会
社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から
事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号
ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その
内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び
に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当
社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかど
うかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人である赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。
（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人である赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

2023年５月24日
鈴与シンワート株式会社 監査等委員会

監査等委員 佐 藤 滋 美 ㊞
監査等委員 河 合 健 一 ㊞
監査等委員 堀 川 安 久 ㊞

（注）監査等委員河合健一氏及び堀川安久氏は、会社法第２条第15号及び第331条第
６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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第76期定時株主総会会場のご案内

会 場 〒108-0014 東京都港区芝４丁目１番23号
三田ＮＮビル地下１階
三田ＮＮホール
電話（03）5443－3233

交 通 都営三田線三田駅（A9出口） 直結
都営浅草線三田駅より 徒歩３分
ＪＲ田町駅三田口（西口）より 徒歩５分
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